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１【提出理由】

　当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づき、臨時

報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】
（１）当該事象の発生年月日

平成25年12月10日（取締役会決議日）

　

（２）当該事象の内容

平成23年３月期第３四半期に、当社の子会社株式会社トライ・エックスは、その子会社であり債務超過が続いていたタ

クトシステム株式会社（以下タクトシステム）の株式を、当社へ全株式231株、１株当たり１円、譲渡価額総額231円で譲

渡しました。一方、タクトシステムの連結上ののれんは当時266百万円あり、検討した結果その連結上の評価は変更する

必要がないと判断し、会計監査人にも伝え、その後も償却を続けておりました。

これについて、会計監査人において過年度の会計処理を見直す機会があり、「連結財務諸表における資本連結手続に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第７号）第32項（子会社株式の減損処理により減損処理後の株式の簿価が連結上の

子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高（借方）との合計額を下回った場合に、子会社株式の減損処理後の簿価

と、連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高（借方）との合計額との差額のうち、のれん未償却残高

（借方）に達するまでの金額についてのれん純借方残高から控除し、連結損益計算書にのれん償却額として計上すること

を求めるものです）にならって、個別取引での株式譲渡価額に基づいて連結上ののれんの評価を変更することが望まし

く、平成23年３月期第３四半期におけるのれんの評価を訂正すべきであるとの報告を、平成25年11月30日に受けました。

その内容を当社において慎重に検討した結果、取引発生年度に遡ってのれんの評価を82百万円に修正し、特別損失とし

てのれん償却額183百万円を計上することとしました。

　

（３）当該事象の連結損益に与える影響額

平成23年３月期第３四半期において、のれん償却額183百万円を特別損失として計上いたします。

 

 以　上
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